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ドイツの自治体における市民参加の進展

今年9月9H（金） から111-1 (LI)、 ドイツの

ハノ ー バー 市郊外に位附するロッコムで開催され

た「市民参加と自治体民主主義のためのセミナ ー 」

に箪者は参加した。 また、 王1ii1団体である財団法

人ミットアルバイトにも伺った。 今回はその概要

を筒単に報告したい。

| 別府：斤学長地域;:研究｀

は活動している。 今回のセミナ ー も21回目を迎え

たが、 箪者がドイツにいた時に始まったもので、

第1回、 第2回に参加した箪者にとっても思い出

深いセミナ ー である。

ジッペル理事長は、「市民参加に関するガイド

ライン ・ 条例」が、 各自治体で制定されている現

在、 市民参加は大きな波になっていると話した。

また、 シリアからの難民受け入れのように、 国論

財団法人ミットアルバイト訪問 を2分するような課題についても、 その取組の最

前線は自治体が担っているのであり、 活発な市民

セミナ ー に先立ち、 その前日である8日（木）、 活動と行政等の協働の現状を理解しなければ、 ポ

ボン市にある主佃団体である財団法人ミットアル ピュリストの扇動に左右され、 民主主義にとって

バイトを訪問し、 同財団理事長ハンス ・ ヨルク ・ は大きな危機になると密告する。

ジッペル氏にお話を伺った。 同財団の前事務局長

は、 プラ ー ヌンクスツェレを考案されたペ ー

ター • C ・ デイ ー ネル教授の弟子であったライ

ナ ートt財士であったため、 第·者は在独中に同財団

を度々訪間し、 お世話になったところである。 現

在は、 その仕事も含め、 ジッペル氏が同財団を率

いている。

草の根民主主義の育成がなければ、 健全な民主

主義はないという、 超党派の支持を受け、 連邦内

務省より、 設立時より財政的支援を受け、 同財団
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會セミナ ーの概要

セミナ ー 参加は、 研究者、 行政関係者（首長、

職員）、 自治体談会識員、 市民参加の実践者等で

ある。 面白かったのは、 ドイツの自治体における

議員は、 日本と異なり職業政治家ではなく、 アマ

チュア議員であるため、 熱心に住民活動をする

人々が多いことである。 合計約90人の参加であっ

た。 ベルリン工科大学のハンス ・ ルー トガー ・

デイ ー ネル教授も常連の参加者であり、 また、 プ

ラー ヌンクスツェレを長く実践してきた友人も、

今回は地元の町長となり参加した。 彼と久しぶり

に再会できたのは節者にとってもうれしい出来事

であった。

さて、 今回のセミナ ー のサブ ・ タイトルは、

「大変革時の社会、 市民参加が新たに求められて

いる」である。 9 日（金）の16: 00に1削会したセ

ミナ ー は、 まず小グルー プに分かれ、 参加者問



で、 各自が感ずる 「大変革」と 「市民参加の新し

い意義」について意見交換を行った。 その後、「大

変革時における市民参加」というテ ーマで、 トル

コ系の研究者であるギンゲル氏と、 マンハイムに

おける避難民居住地に関わるフメル博士からの問

題提起を受け、 その後活発な意見交換が行われ

た。 ギンゲル氏は、 同氏の体験も踏まえ、「市民

参加」における背景には合理的人間観があり、 そ

の場合、 異文化の中で、 イスラム教や伝統的習俗

に閉じこもろうとする移民の文化観と衝突する危

険について述べた。 また、 フメル博士は、 マンハ

イムの米軍跡地における避難民の居住地区で重要

なのは、 住民参加ではなく、 大工仕事や電気修理

のような具体的実践活動である、 と強調した。

セミナー は主に 3 つのテ ーマによって構成され

ていた。 まず、 10日の午前中は、「新しい挑戦を

前にした市民参加」を共通テ ー マとして、 1 、 共

に作り上げること：紛争処理から参加への統合、

2、 共に未来を創る！農村地域活性化のための市

民参加、 3 、 オ ー ストリアにおける首長対話：ど

のように避難民は自治体民主主義を強化できる

か、 4 、 インタ ー ネットによる市民参加 ー 歯の無

いトラ、 或いは、 市民参加2 · 0 ?、 5、 負担で

きる住宅建設 ー 都市建設における参加文化のため

の挑戦、 の分科会であった。

次は、「実践における協力的問題解決」を共通

テ ー マとして、 次の 5 つの分科会が行われた。

l 、 ハンプルク市アルトナ地区における包括的都

市建設：全ての人々のための新しい地区？、 2 、

直接民主主義と市民参加の結合：バー デン ・ ビュ

ルテ ンベルグ）+Iにおける刑務所建設の地域決定過

程、 3 、 パ イロッ ト ・ プロジェ ク ト
“
フィン

ティ ・ ラスト" -ウィー ン市における学生と路上

生活者のための共同生活の場づくり、 4 、 ミュン

スタ ー 市：市民参加で持続可能な自治体を、 5 、

どのように、 良好な共同生活は成功するのか？ 一

シュトウットガルト市の避難民との対話、 であっ

た。

そして最後は、 11日（日）の午前中に、「市民

参加ガイドラインの実践」を共通テ ーマとして行

われた。 その内容は、 ハ イデルベルク市、 ボン

市、 オ ー ストリア ・ グラー ツ市の事例を通して学
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ぶ分科会であった。 ドイツ（オ ー ストリアでも）

の多くの自治体で近年、 市民参加ガイドラインが

制度化されているが、 日本ミニ ・ パプリックス研

究フォ ー ラム設立総会でのデイ ー ネル教授の特別

講演（「地域社会研究26号」参照）でも指摘された、

討議型民主主義の制度化として注目されている。

〇鱈した分科会の概要

筆者は、 以下の 3 つの分科会に参加した。 その

概要は以下の通りである。

インタ ー ネットによる市民参加

インタ ー ネットの普及は目覚ましいものがあ

り、 携帯電話に代表されるように、 その使用は全

くの日常生活になっている。 そこで、 今日、 市民

の政治参加においてインタ ー ネットを使用するこ

とは避けて通れないが、 分科会では、 同テ ーマで

博士論文を執筆したアルマ ・ コレク氏（フランク

フルト大学）が、 インタ ー ネットを使用した市民

参加の現況と文献上の論点をまず紹介し、 失敗．

成功と判断される 2 つの事例を紹介した。 ひとつ

は、 ドイツの自治体で広く普及している市民参加

予算に関しケルン市で実施された事例であり、 も

う一つは、 ドイツ連邦議会における請願手続きに

おけるインタ ー ネット使用の事例である。 前者で

は、 多くの市民が市予算について具体的提案をイ

ンタ ー ネットで行ったが、 結果として、 市民から

の
“

願望
＂

表明であり、 具体化はなかなか難しく、

その結果、 市民からの参加意欲も著しく低下した

という。 それに対し、 後者の事例では、 これまで

書面を通して請願してきた内容が、 インタ ー ネッ

トを通しても出され、 かつ、 その内容、 経過等を

インタ ー ネット上に公開されるため、 審議 ・ 判断

の透明性が向上し、 成功していると評価された。

つまり、 コレク氏は、 結論として、 インタ ー ネッ

ト使用により成功 ・ 失敗があるのではなく、 あく

までも目的に沿った設計 ・ 運用が成功の鍵である

と考えている。討論の中で、 フェイスプックなど

インタ ー ネット空間は会社が運営する私的空間で

あることの危惧やフェー ス ・ トゥ ・ フェー スの持

コ
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ディネール教授と矩者

つコミュニケ ー ション上の意味等、否定的な慈見

が出されると共に、デイ ー ネル教授は、そのよう

な不備も技術的に解決していく可能性を秘めてい

るなど肯定的意見を述べ、熱い談論が行われた。

住民投票と対話的市民参加の結合

バ ー デン ・ ビュルテンベルク）+Iでは、これまで

小規模の刑務所が設岡されてきた。 しかし、受刑

者の教育等を考えた場合、この体制では、十分な

内容を保証できないということもあり、大規校刑

務所の設置に転換している。 その際、大きな問題

になるのが、設附自治体における住民の意向であ

る。 ドイツの住民投票制度は法的拘束を持つもの

であるが故に、住民に十分な理解を得られなけれ

ば、その設骰は難しい。 しかし、地元自治体に

とっては、こうした大規模刑務所は、耶用など経

済的メリットも地元にもたらす、また、脱獄等に

よる地元被害は、これまでほとんど起こっていな

いなどの事実もある。 そこで、HI政府は、住民に

できるだけ公平な情報を事前に提供し、住民投票

という、制度として市民に与えられた民主主義の

正当な権利を行使できるように努めたという。

シュトウットガルト中央駅を巡る紛争と住民投

票により、長く続いた保守政権から緑の党を首班

とする政権交代をもたらした同州であるが故に、

こうした直接民主主義に対する理解はより強い。

しかし、イギリスのEU離脱に代表されるよう

に、単純な直接民主主義の制度は熟胞が欠如する

ため、劇薬ともなりやすい。 そこで、事前の対話

的住民参加を取り入れた意義はとても大きい。

最初の立地候補地はテゥ ー ニンゲンであった

が、司法大臣も住民集会に参加し膝詰めの議論を

ピ

行ったが、住民投票では57％の反対で否決され

た。 しかし、）•|•|政府としては、その決定に対して

悲観的にはならなかったという。 というのは、議

論が感I胄的なものではなく、現実に即した内容で

あったためである。 次の候補地は、 ロットヴァイ

ルという自治体であったが、公平な広報活動、住

民集会、対話的討論の場などを栢み重ね、住民等

とのコミュニケ ー ションに努めたという。 その

際、住民梨会や対話的討論の場には限られた市民

しか参加できないので、その様子、結果を報道す

るマスコミも諏要であるという。 その結果、 ロッ

トヴァイルでの住民投票では、58.4％の賛成を得

て、誘致が決定した。

ハイデルベルク市の市民参加のガイドライン

同市は、住民参加の先進地である。 市民参加ガ

イドラインの制定やそれに関する条例、行政規則

の制定など、ドイツの自治体における市民参加の

進展を牽引している。 同市の条例制定等について

は、クラ ー ゲス教授（シュパイエル行政大学院大

学・ 元学長）の貢献が大きい。 同教授とハイデル

ベルク市は、その功績に対して、今回、財団法人

ミットアルバイトが創設した
“

市民参加買
＂

を受

伐した。

同市では、既に様々な運用がなされている。 行

政計画リストの早期の公表、その計画における住

民参加の予定の有無、市民からの住民参加の要

訥、住民参加の概要発表、住民参加に関する諮問

委員会の設佃など、ガイドラインに規定されてい

る内容は、同市のウエプでもすべて見ることがで

きる。

発表を行った同市の市民参加担当であるチマ ー

マン氏は、行政内部の意思疎通等についても明快

に説明を行った。 成功の秘訣として、早期の情報

提供、行政内部の意思疎通、協調的参加手法、政

治決定者の応答貢任などについて説明した。 興味

深かったのは、所箭課の
“

成功体験
＂

である。 つ

まり、ともすれば市民参加に尻込みする（或いは、

不安を‘j恙える）担当課が、対話的市民参加は良い

ものだ、という体験をどのようにするかというこ

とである。 そのための市民参加を担当する同氏の

庁内での役割は大きいと言える。




